
提

出

者

城

井

崇

平
成
十
六
年
三
月
九
日
提
出

質

問

第

三

六

号

労
災
病
院
の
再
編
、
特
に
九
州
、
門
司
、
筑
豊
、
大
牟
田
労
災
病
院
の
再
編
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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労
災
病
院
の
再
編
、
特
に
九
州
、
門
司
、
筑
豊
、
大
牟
田
労
災
病
院
の
再
編
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
は
、
昨
年
八
月
二
十
七
日
、
「
労
災
病
院
の
再
編
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
策
定
し
、
全
国
に
三
十
七
施
設
あ

る
労
災
病
院
を
二
割
程
度
削
減
、
平
成
十
五
年
度
中
に
再
編
計
画
を
策
定
す
る
、
再
編
の
対
象
外
の
病
院
は
廃
止
し
、
民
間
ま

た
は
地
方
に
移
管
す
る
、
と
し
た
。

労
災
病
院
は
、
労
災
保
険
の
目
的
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
設
置
さ
れ
て
き
た
が
、
時
代

と
共
に
そ
の
役
割
は
変
化
を
と
げ
、
今
で
は
地
域
医
療
と
し
て
の
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

今
回
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
労
災
病
院
の
再
編
、
統
合
は
、
単
な
る
規
模
縮
小
、
合
理
化
に
見
え
る
。
し
か
し
、
今
回

の
改
革
は
、
も
と
も
と
政
府
の
三
位
一
体
改
革
の
方
針
の
下
、
機
能
的
で
効
率
的
な
医
療
改
革
の
一
環
で
あ
っ
た
。
こ
の
意

味
で
労
災
病
院
改
革
も
、
国
立
病
院
、
自
治
体
病
院
な
ど
他
の
公
的
病
院
改
革
と
連
動
し
、
有
機
的
か
つ
効
率
的
な
役
割
分

担
を
視
野
に
入
れ
た
改
革
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
い
う
視
点
に
立
っ
た
地
域
医
療
再
編
の
全
体
像
な
ら
び

に
そ
の
中
に
お
け
る
今
後
の
労
災
病
院
の
役
割
、
方
向
性
を
示
さ
れ
た
い
。

併
せ
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
再
編
計
画
の
策
定
状
況
を
伺
い
た
い
。

一



二

門
司
労
災
病
院
は
規
模
を
縮
小
し
、
九
州
労
災
病
院
へ
統
合
す
る
方
針
と
聞
く
が
、
救
急
医
療
を
含
む
地
域
医
療
を
担
っ

て
き
た
機
能
の
縮
小
部
分
を
ど
の
よ
う
に
補
っ
て
い
く
の
か
。
そ
の
具
体
策
を
問
う
。

三

�

筑
豊
労
災
病
院
の
特
徴
は
、
民
間
病
院
が
診
療
報
酬
の
関
係
で
急
期
性
の
リ
ハ
ビ
リ
に
は
積
極
的
に
取
り
組
む
も
の

の
、
慢
性
期
に
な
る
と
筑
豊
労
災
病
院
を
紹
介
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
に
あ
る
。
即
ち
、
筑
豊
労
災
病
院
に
限
ら
ず
、

採
算
性
に
見
合
わ
な
い
地
域
医
療
を
担
う
と
い
う
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
営
合
理
主
義
の
観
点

か
ら
廃
止
し
て
い
い
も
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

筑
豊
労
災
病
院
は
、
例
え
ば
労
働
福
祉
事
業
団
管
轄
の
総
合
せ
き
損
セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
市
）
と
統
合
し
て
、
心
の
メ

ン
タ
ル
ケ
ア
、
働
く
女
性
医
療
分
野
な
ど
の
ニ
ー
ズ
を
開
拓
し
て
存
続
で
き
な
い
か
。

四

�

大
牟
田
労
災
病
院
を
廃
止
す
る
方
針
と
聞
く
が
、
そ
の
理
由
を
問
う
。

�

大
牟
田
労
災
病
院
は
、
三
池
大
災
害
事
故
を
機
に
政
府
（
労
働
省
）
が
中
心
に
な
っ
て
一
酸
化
炭
素
中
毒
患
者
専
用

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
同
病
院
が
閉
鎖
と
な
れ
ば
「
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に

関
す
る
特
別
措
置
法
」
を
無
視
し
、
政
府
が
「
一
生
面
倒
を
み
る
」
と
約
束
し
た
責
任
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
政

府
の
見
解
を
問
う
。

二



�

大
牟
田
・
荒
尾
で
も
二
百
名
以
上
の
一
酸
化
炭
素
中
毒
後
遺
症
に
悩
む
患
者
が
い
る
現
在
、
こ
れ
ら
の
患
者
、
家
族

の
心
配
に
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
つ
も
り
か
。

五

前
記
四
病
院
の
統
廃
合
の
方
針
に
つ
い
て
、
地
元
自
治
体
、
地
域
住
民
に
ど
の
よ
う
に
説
明
し
た
か
。

右
質
問
す
る
。

三


